
2広報あしや●臨時号　平成18年（2006年）６月 ８ 日号

【
質
問
】　

ご
み
袋
に
カ
ー
ド
が
貼
っ
て
あ
り

　

ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
と
き
に
カ
ー
ド
は

　

貼
ら
れ
る
の
で
す
か
。

【
答
え
】　

市
で
は
、
分
別
収
集
に
間
違
っ
て

　

出
さ
れ
て
い
る
と
き
や
ル
ー
ル
違
反
で
出

　

し
て
い
る
と
き
に
、
「
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
」

　

「
ブ
ル
ー
カ
ー
ド
」
を
貼
付
す
る
と
い
う
取

　

り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
カ
ー
ド

　

を
貼
付
さ
れ
た
場
合
、
ご
み
を
出
さ
れ
た

　

か
た
は
一
度
ご
み
を
持
ち
帰
り
、
再
度
、　

　

決
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

【
質
問
】　

自
分
で
直
接
、
環

　
　
　
　
　
　
　

境
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
ご
み

　
　
　
　
　
　
　

を
持
ち
込
む
場
合
、
何
㎏

　
　
　
　
　
　
　

ま
で
が
無
料
で
す
か
？

　
　
　
　
　
　

【
答
え
】　

市
民
の
持
ち
込
む

　
　
　
　
　
　
　

ご
み
に
つ
い
て
は
、
一
世

　
　
　
　
　
　
　

帯
が
一
日
一
回
（
一
車
両
）

　
　
　
　
　
　
　

に
限
り
、
十
茜
ま
で
は
無

　
　
　
　
　
　
　

料
（
下
表
参
照
）
で
す
。

　

た
だ
し
、
産
業
廃
棄
物
・
危
険
物
・
処
理

　

困
難
な
物
等
は
持
ち
込
め
ま
せ
ん
。

　

※
家
電
四
品
目
は
別
扱
い
と
な
り
ま
す
。

【
質
問
】　

週
の
数
え
方
に
つ
い
て
で
す
が
、

　

例
え
ば
、
七
月
の
場
合
、
一
日
（
土
）
だ
け

　

が
「
第
一
週
」
な
の
で
す
か
？

【
答
え
】　

は
い
。
二
日
（
日
）
～
八
日
（
土
）
が

「
第
二
週
」
に
な
り
ま
す
。

【
質
問
】　

不
法
投
棄
対
策
は
、
ど
う
し
て
い

　

る
の
で
す
か
？

【
答
え
】　

市
と
し
て
、
警
察
・
郵
便
局
を
は

　

じ
め
市
民
の
皆
さ
ん
に
協
力
い
た
だ
き
な

　

が
ら
、
収
集
担
当
課
に
調
査
班
を
設
け
て
、

　

原
因
者
を
探
し
て
い
ま
す
。

　
　

景
観
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、
自
然
界

　

に
与
え
る
影
響
も
大
き
く
、
処
理
に
か
か

　

る
多
額
の
費
用
が
税
金
で
賄
わ
れ
て
い
る

　

こ
と
か
ら
、
ぜ
ひ
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

　

き
、
今
後
と
も
ご
協
力
く
だ
さ
い
。　
　
　

千
七
百
九
十
五
ト
ン
（
前
年
度
比　

六
・
三
％
増
）
が　

　
　
　
　

分
別
収
集
で
資
源
化
で
き
ま
し
た

持ち込みごみについて

●10㎏以内　　　　　　　　無  料
●10㎏を超え100㎏以内        900 円
●100㎏ を超える場合…上記金額に 
　　　   100㎏ までごとに900円加算

【受付時間】
　①月～金曜日（祝日含む）
　　　　　　　午前９時～11時30分
　　　　　　　午後１時～４時30分
　②土曜日（祝日含む）
　　　　　　　午前９時～12時30分

【手続き】
　備え付けの用紙に、住所・氏名を記
入し、捺印していただきます。

■
市
が
引
き
取
る
方
法

　

最
初
に
郵
便
局
で
、
払
込

書
と
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券
に

メ
ー
カ
ー
名
や
品
目
コ
ー
ド

を
記
入
し
、
料
金
を
支
払
い
ま

す
。

　

そ
の
手
続
き
が
終
了
し
、

市
へ
直
接
持
ち
込
む
場
合
に

は
、
品
物
の
指
定
さ
れ
た
箇

所
に
リ
サ
イ
ク
ル
券
を
貼

り
、
環
境
処
理
セ
ン
タ
ー
に

持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
手

数
料
を
受
付
窓
口
で
現
金
で

お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
市
に
引
き
取
り
を

依
頼
す
る
場
合
に
は
、
郵
便

局
で
の
手
続
き
終
了
後
、
市

の
粗
大
ご
み
受
付
窓
口
（

　

・
２
１
６
６
）
へ
申
し
込
ん

２２で
く
だ
さ
い
。

※
市
の
収
集
・
搬
入
手
数
料
は
、

　

手
数
料
に
見
合
う
粗
大
ご
み

　

券
を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

■
販
売
店
に

　

依
頼
す
る
方
法

　

下
表
の
「
電
機
商

業
組
合
芦
屋
支
部
の

店
」
に
申
し
込
ん
で

い
た
だ
く
と
、
下
取

り
の
場
合
以
外
で
も

引
き
取
り
を
依
頼
で

き

ま

す
。　

そ

の

際

に
は
、
リ
サ
イ
ク
ル

料
金
と
収
集
運
搬
に

か
か
る
料
金
が
必
要

で
す
が
、
芦
屋
支
部

の
店
で
事
務
手
続
き

も
同
時
に
し
て
も
ら

え
ま
す
。

　

な
お
、
収
集
運
搬

に
か
か
る
料
金
は
販

売
店
に
よ
り
異
な
り

ま
す
の
で
、
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

《対象となる家庭電化製品》

■下取り以外でも引き取ってくれる＜電機商業組合芦屋支部の店＞

社（店）名 
アイレックス芦屋 
アイレックス芦屋浜 
アライ電化 
(有)エミヤデンキ 
エミヤ商会 
(有)北村電気商会 
サクラヤデンキ 
ＴＨＡＮＫＳウチデラジオ
(有)立花電業
東洋テレビラジオセンター
ＭＳ倶楽部ヒガシ
北村電気岡本店
ツネヨシ電器
ムトウデンキ
きくち電気商会
ミズトリ電気

住　　　所
業平町3-6
浜風町3-9
東山町7-33
前田町3-10
前田町3-9
大原町4-14
西山町10-2
若宮町4-9
東山町30-4
茶屋之町6-12
浜町6-12
神戸市東灘区岡本3-13-12
神戸市東灘区深江北町1-6-29
神戸市東灘区魚崎北町3-12-10
西宮市寿町4-37
西宮市北名次町2-16

電　　話
31-1041
22-5426
38-2228
22-4229
080-3760-5554
34-2121
22-2837
22-5841
31-1854
32-1771
32-7588
078-431-5686
078-412-3450
078-411-1384
0798-22-5726
0798-71-5519

処理方法

　パーソナルコンピューター（パソコン)

については、市では処分できません。ま

た、家電リサイクル４品目の処分ルートに

も乗りません。

　原則として、メーカーに引き取ってもら

うことになります。引き取り先などの詳

細については、各メーカーのホームページ

で確認いただくか、直接メーカーへお問い

合わせください。

※メーカー倒産等により引き取ってくれ

　ない場合は、「有限責任中間法人パソコ

　ン３Ｒ推進センター」（ 03-5282-7685）

　へお問い合わせください。

ＰＣリサイクルの対象となる機器

　私たちがごみとして捨てているものの

中には、少し手を加えれば使えるものや資

源として使えるものがたくさんあります。

　みんなが楽しく元気に暮らすためにも、

良い環境を守り、次代に美しい地球を引き

継ぐためにも、環境にやさしい生活（５Ｒ

生活）を始めましょう。

　限られた資源の保護と、環境への

負荷の軽減、またごみの減量化を推

進するため、マイバック持参でのお

買物にご協力ください。　

不用品でない物品などは、ごみと間違いますので、ごみステーションの近くに置かないでください。

・・・・・　ごみは分別して出しましょう　・・・・・

ごみのＱ&Ａ

3

（2）振動　　　　    　　　　　　　　　   単位:ｄＢ

（3）悪臭

３.大気環境調査 １.焼却灰熱灼減量   　　　　　　　     単位:％

　  項 　　　  目   年平均値 　　　  規 制値

　熱　灼　減　量 　  1.66　              10.00 

区　　分

測　定　日

 昼間  ８時～19時

  夜間  19時～翌８時

焼却炉運転中

　境界内   境界外　

H17.11.21～22

　　31　　　29 

　　27　　　25 

敷地境界内に 

おける基準値

－

60 

55 

区　　分

測　定　日

悪臭物質濃度

環境処理センター敷地境界

H17.11.21

すべて悪臭防止法基準内

区　　分

測　定　日

 浮遊粒子状物質

 二 酸 化 硫 黄

 二 酸 化 窒 素

 一 酸 化 窒 素

 塩   化   水   素

単位

－

mg/逢

ppm

ppm

ppm

ppm

打出浜小学校

H17.10.20～21

/H18.2.7～8

0.016/0.037

0.003/0.010

0.015/0.021

0.007/0.009

0.003/0.009

高浜町９高層

H17.10.20～21

/H18.2.7～8

0.012/0.034

0.003/0.009

0.012/0.020

0.005/0.008

0.004/0.004

規 制 値

(一日平均  

  環境基準) 

0.100 

0.040

0.040～0.060

－

－

４.排出ガスの排出濃度 

区　　分

測　定　日

 ばいじん

 硫黄酸化物

 窒素酸化物

 塩化水素

単位

－

g/逢N

ppm

ppm

ppm

１ 号 炉

H17.5.27/11.18

/H18.3.30

0.003/<0.001/<0.001

<1/<1/<1

29.0/27.0/17.0

10.0/18.0/ 9.2

基準値

－

0.02

20

60

25

２ 号 炉

H17.7.29/9.9

/H18.1.20

0.002/<0.001/<0.001

<1/<1/<1

13.0/22.0/ 32.0

15.0/17.0/ 12.0

※括弧内の数値は、市道打出浜線の自動車音を含む。

５.排ガス中のダイオキシン類　　　   単位:等価換算値 ng-TEQ/逢N

　　区　　　分　　　　１ 号 炉　　　  ２ 号 炉　　  規 制 値

　　測　定　日　　　　H17.5.27　　　 H17.9.9　　　　－

　ダイオキシン類    0.018           0.016              1.00

６.焼却灰・バグ灰中のダイオキシン類　　 単位:等価換算値 ng-TEQ/g

　　区　　　分　　　　焼却灰　　　　バグ灰　　　　規 制 値

　　測　定　日　　　　　　　H17.9.14　　　　　　　　 －

　ダイオキシン類　　  0.000051          0.060(※)　　　　 3 

※バグ灰は、薬剤処理をしているため、基準(規制値)を適用しない。

２.騒音・振動・臭気

（1）騒音    　　　　　　　   単位:ｄＢ

区　　分

　測　定　日

  朝・６時～８時

  昼・８時～18時

  夕・18時～22時

  夜・22時～翌６時

敷地境界内に 

おける基準値

－

50 

60 

50 

45 

焼却炉運転中

　境界内   境界外　

　H17.11.21～22

　48(50)   51(53)

　50(55)   53(57)

　45(52)   48(55)

　44(45)   46(47)

環境処理センターの運転状況結果(平成17年度)

問い合わせ　環境処理センター・施設担当　 32-5391

芦屋市では、
市への持ち込み

もできます。

家  電
リサイクル法

●パソコン本体やディス

　プレイが対象です。

※プリンター等の周辺機器・ワープロ
専用機・ＰＤＡは対象になりません。

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
か
ら
始
め
よ
う
循
環
型
社
会

問
い
合
わ
せ　

環
境
処
理
セ
ン
タ
ー　

　
 
５
３
９
１

32

　

快
適
な
生
活
に
欠
か
せ
な
い
家
庭
電
化
製
品
で
す
が
、
こ
れ
ら
に
使
用
さ
れ
て
い
る
素
材
や
部
品
に
は
、
適
切
な
処
理
に
よ
り
再

商
品
化
で
き
る
も
の
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
本
市
に
お
い
て
も
、
所
定
の
ル
ー
ト
を
経
て
廃
棄
物
の
製
造
業
者
等
に
引
き
渡
し
リ
サ

イ
ク
ル
す
る
よ
う
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
正
し
い
処
理
方
法
に
よ
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

「紙資源」は分別して出しましょう!

問い合わせ　環境処理センター　 22-2155(ごみ収集)／ 32-5391(ごみの持ち込み等)

　市では、平成16年４月から家庭ごみを「燃やすごみ」「紙資源等」「燃やさないごみ」に分別、さらに「紙資源」については「段

ボール」「雑誌・チラシ等」「新聞」「紙パック」に分別収集しています。その結果、平成17年度の「紙資源」収集量1,795トンと、

前年度の実績1,688トンを上回ることができました。これも、市民の皆さんのご協力があっての結果です。今後とも、美しいまち

づくりの一助として、分別収集にいっそうのご協力をお願いします。

ス
ト
ッ
プ　
　
　
　

!!

　
　

「
不
法
投
棄
」

the


